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仙台市公共建築物等における木材利用の促進に関する方針 

（平成２７年６月２日経済局長決裁） 

 

第１ 趣旨 

 

 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成２２年法律第３６号）」

（以下「法」という。）が施行され，地方公共団体は公共建築物等における木材の利用拡

大を図るため，効果的な施策の推進に積極的な役割を果たすことが求められている。 

 この方針は，法第９条第１項の規定に基づき，本市の公共建築物等における木材利用の

促進に関する基本的事項，本市が整備する公共建築物等における木材利用の目標に関し必

要な事項を定めるものである。 

 

第２ 本市が整備する公共建築物等における木材利用の目標 

 

 本市は，その整備する公共建築物について，費用対効果を勘案のうえ、木造・木質化に

努める。また，エントランスホール，窓口等，市民の目に触れることが多いと考えられる

箇所のうち，内装の木質化が適切と判断される部分について，木質化に努める。 

 さらに，本市が整備する公共建築物について，木材を原材料として使用した備品及び消

耗品の利用を促進するほか，暖房器具やボイラーを設置する場合は，木質バイオマスを燃

料とするものの導入に努める。 

このような取り組みにより、本市等が整備する公共建築物等において木材利用の促進を

図り、木材の需要の拡大に寄与する。 

 

第３ 公共建築物等における木材利用の促進に関する基本的事項 

  

 １ 公共建築物等における木材利用の促進の意義と効果 

   木材利用の促進は，林業・木材産業の振興を通じて，森林の適正な整備による国土

の保全，水源のかん養等の森林の有する多面的機能の発揮や，地域経済の活性化及び

雇用の創出に資するものであるとともに，木材が再生可能な資源で，製造時のエネル

ギー消費が低く，長期間にわたって炭素を貯蔵できる資材であることから，循環型社

会の形成及び地球温暖化の防止に貢献することも期待される。  

仙台市における杜の都環境プラン（仙台市環境基本計画2011-2020）においては、低

炭素都市づくりや自然共生都市づくりに、建築物の木造化・木質化や間伐の促進が明

記されている。 

公共建築物は，広く市民一般の利用に供されるものであることから，木材利用の促

進を図ることにより，これら公共建築物を利用する多くの市民に対して，木と触れ合

い，木の良さを実感する機会を幅広く提供することが可能であり，公共建築物におけ

る木材の利用拡大という直接的な効果はもとより，公共建築物以外の住宅等の一般建

築物における木材利用の促進，さらには建築物以外の工作物の資材，各種製品の原材

料等としての木材の利用拡大といった波及効果も期待できる。 
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  ２ 木材利用を促進する公共建築物 

 「公共建築物」とは，法第２条第１項各号及び法施行令（平成２２年政令第２０３

号）第１条各号に掲げる建築物とする。 

（１）本市が整備する公共の用又は公用に供する建築物 

広く市民一般の利用に供される学校，社会福祉施設（老人ホーム，保育所，福祉

ホーム等），病院・診療所，運動施設（体育館，水泳場等），社会教育施設（図書

館，公民館，青年の家等），公営住宅，庁舎，職員宿舎等 

（２）本市以外の者が整備する（１）に準ずる建築物 

広く市民一般に利用され、市民の文化・福祉の向上に資するなど公共性が高いと

認められる学校、社会福祉施設（老人ホーム，保育所，福祉ホーム等），病院・診

療所等 

 

 ３ 本市が整備する公共建築物等における木材利用の促進 

 

 （１）施設の木造・木質化の促進 

 本市が行う公共建築物の整備に当たっては，関係法令，構造，設置場所，コスト等

の制約を受けるものを除き，積極的に木造・木質化に努める。 

  

 （２）木質バイオマス利用の促進 

 本市が，公共建築物に暖房器具やボイラーを設置する場合は，木質バイオマスを燃

料とするものの導入に努める。 

  

 （３）地域材利用の促進 

   杉を中心とする人工林の成長により、良質な県産材を安定的に供給できる時期を迎

えており，木造・木質化に当たっては，地域材（市内の森林で生産され県内の製材工

場等で加工された「市産材」又は県内の森林で生産され県内の製材工場等で加工され

た「県産材」）を積極的に活用し，構造耐力上主要な部分に用いる製材及び丸太の規

格は，原則として「優良みやぎ材」，日本農林規格（ＪＡＳ）の規格に適合するもの

等を利用する。 

 なお，木材利用の観点から，公共建築物において使用される机，いす，書棚等の備

品及び紙類，文具等の消耗品については，木材をその原材料として使用したものの利

用促進を図る。 

 

（４）公共土木工事等における木材利用の促進 

 本市は，公共性の高い施設を整備する際は建築物のみならず，公共土木工事等にお

いても木材の利用促進に努める。 

 

４ 本市以外の者が整備する公共建築物等における木材利用の促進 

本市以外の者が整備する公共建築物等においても積極的に木材が利用されるよう，

整備主体に対し木材利用の促進を広く呼びかけ，その理解と協力を得るように努める。 
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５ 市民の理解の醸成 

公共建築物等は，広く市民の利用に供されるものであり，見る，触れるなどにより

木材の良さを実感する機会を幅広く提供することが可能である。公共建築物等におい

て木材利用を促進し，その取組を情報発信することにより，木材の特性や木材利用の

意義について市民の理解の醸成を図るように努める。 

 

第４ その他 

 

 １ 地域材の適切な供給の確保 

     本市は，公共建築物等を整備する者だけでなく，森林所有者，素材生産者，製材業

者，その他の関係者や木材利用の推進に努める設計者等と連携するとともに，宮城県

が推奨する木材利用のワンストップ窓口である「みやぎ材利用センター」の活用等に

より，地域材の適切な供給確保に努める。 

 

  ２ 公共建築物の整備等におけるコスト面の検討 

 木材を利用するに当たっては，一般に流通している木材を使用する等の設計上の工

夫や効率的な木材調達等によって，建設コストの縮減を図る。 

 また，公共建築物の整備の際には，建築物や備品について計画・設計段階から建設

コストだけでなく，維持管理や解体・廃棄までのライフサイクルコストを十分検討し，

利用者のニーズや木材による付加価値等を含めて総合的に判断して木材の利用に努め

る。 


